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一関市告示第302号 

一関市学生寮整備事業費補助金交付要綱を次のように定め、令和６年４月１日から適用

する。 

令和６年７月１日 

一関市長 佐 藤 善 仁       

一関市学生寮整備事業費補助金交付要綱 

（目的） 

第１ 市内に所在する学校等に通学する学生等の確保を図るため、学校運営事業者等が行

う学生寮の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で一関市補助金交付規則（平成17年

一関市規則第52号。以下「規則」という。）及びこの告示により補助金を交付する。 

（定義） 

第２ この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 ⑴ 学校等 次に掲げる教育施設のうち、市内に所在する教育施設をいう。 

  ア 学校教育法（昭和22年法律第26号）第２条第２項に規定する国立学校、公立学校

及び私立学校のうち高等学校、大学及び高等専門学校 

イ 学校教育法第124条に規定する専修学校 

ウ 学校教育法第134条第１項に規定する各種学校 

エ 出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省令の留学の在留

資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件（平成２年法務省告示

第145号）により告示された日本語教育を行う機関及び教育機関 

オ その他アからエに定める教育施設に準ずる教育施設 

⑵ 学生等 学校等に在籍する生徒又は学生をいう。 

⑶ 住宅等 市内に所在する共同住宅、長屋その他の住宅であって、学生等を入居させ

る目的で整備したもの（住宅の一部の整備を含む。）をいう。 

⑷ 学生寮 学生等が賃貸借契約（当該学生等の保護者が締結するものを含む。）により

入居する住宅等であって、学生等及び学生等の生活を支援する者のみが入居するもの

をいう。 

⑸ 学校運営事業者 学校等を設置し、運営する法人（国及び地方公共団体を除く。）又 
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は個人事業主をいう。 

⑹ 学校運営事業者等 学校運営事業者、学生寮を学生等（その保護者を含む。）若しく

は学校運営事業者へ貸し付ける法人若しくは個人事業主又は学生寮の所有者をいう。 

 ⑺ 戸 学生寮のうち、学生等が居住するために個人又は複数人で専有する部屋（個人

又は複数人で２以上の部屋を専有するときは、２以上の部屋）をいう。 

（補助金の交付対象者） 

第３ 補助金を受けることができる者（以下「交付対象者」という。）は、学生寮を整備し

ようとする学校運営事業者等で、次のいずれにも該当しないものとする。 

 ⑴ 市税等を滞納している者 

 ⑵ 一関市暴力団排除条例（平成27年一関市条例第38号）第２条に規定する暴力団、暴

力団員、暴力団員等又は暴力団経営支配法人等である者 

（補助対象事業） 

第４ 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、学生等が入居する学生

寮の新築、増築、改築又は改修をする事業とする。なお、令和６年４月１日以後に学生

等が入居する学生寮の新築、増築、改築又は改修の事業（令和５年度内にこれら工事に

着手したものに限る。）にあっては、補助金の交付の申請の前に工事が完了し、又は着手

しているものであっても補助対象事業とする。 

 （補助対象経費） 

第５ 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業に要す

る経費（消費税及び地方消費税の額を含む。）とする。 

 （補助金の額及び限度額） 

第６ 補助金の額及び限度額は、別表第１に定めるとおりとする。 

 （補助金の返還） 

第７ 市長は、補助金の交付を受けた者が補助金の交付を受けた日から起算して10年以内

に、この告示による補助金を受けて整備した学生寮を学生寮として使用しなくなった場

合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。 

 （申請の取下げ期日） 

第８ 規則第８条第１項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受

領した日から起算して30日以内とする。 

（提出書類及び提出期日） 

第９ 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第２のとおりと

する。 

（補則） 
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第10 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

別表第１（第６関係） 

区分 補助金の額 補助金の限度額

新築 １事業につき、補助対象経費の実支出額と当該事業にお

いて整備する戸数に１戸当たり80万円を乗じて得た額を

比較して少ない方の額 

１事業当たり

2,000万円 

増築、改築

又は改修 

１事業につき、補助対象経費の２分の１以内の額（1,000

円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）と

当該事業において整備する戸数に１戸当たり40万円を乗

じて得た額を比較して少ない額 

１事業当たり

1,000万円 

別表第２（第９関係） 

条項 提出書類及び添付書類 様式 提出期限

規則第４条の

規定による書

類 

学生寮整備事業費補助金交付申請書 

１ 工事の内容を示す平面図、立面図その他の図面

２ 工事費の内訳書（見積書） 

３ 建物に係る登記事項証明書（増設、改修の場合）

４ その他市長が必要と認める書類 

第１号 別に定め

る。 

規則第６条第

１項第１号、

第２号、及び

第３号の規定

による書類 

学生寮整備事業費補助金変更（廃止）承認申請書 

１ 変更内容が確認できる書類 

２ その他市長が必要と認める書類 

第２号 別に定め

る。 

規則第13条第

１項の規定に

よる書類 

学生寮整備事業費補助金交付請求書 

学生寮整備事業費補助金完了報告書 

１ 工事契約書 

２ 工事費の支払いを証明する書類 

３ 完成写真 

４ 学生寮であることを確認することができる書

類 

５ その他市長が必要と認める書類 

第３号

第４号

別に定め

る。 
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様式第１号（別表関係） 

年  月  日 

 一関市長      様 

申請者 住 所 

                       氏 名 

                       連絡先 

学生寮整備事業費補助金交付申請書 

 学生寮整備事業費補助金の交付を受けたいので、一関市補助金交付規則により関係書類

を添えて、次のとおり補助金の交付を申請します。 

 なお、世帯を同一にする者を含め、一関市暴力団排除条例（平成27年一関市条例第38号）

第２条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等又は暴力団経営支配法人等である者と密

接な関係を有していないことを誓約します。 

補助金交付申請額  金           円 

建築物の所在地 一関市 

予定工事期間     年  月  日から    年  月  日まで

予定取得日     年  月  日 

整備後に見込まれる

入居者数 
    人 

補助金交付 

申請額 
【新築、増築、改築、改修】       円 

他補助金等の利用 
有（他補助金等の名称：               ） 

 無 

※ 整備後に見込まれる入居者数については、学校運営事業者等から確認した書類（任意

様式）を添付すること。 
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様式第２号（別表関係） 

年  月  日 

 一関市長      様 

申請者 住 所 

                       氏 名 

                       連絡先 

学生寮整備事業費補助金変更（廃止）承認申請書 

    年  月  日付け一関市指令 第   号で補助金の交付の決定の通知があっ

た学生寮整備事業費補助金について、次のとおり変更（廃止）したいので申請します。 

補助金変更交付申請額  金         円 

補助金変更交付 

申請額 

【変更前】         円 

【変更後】         円 

変更（廃止）の理由  
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様式第３号（別表関係） 

年  月  日 

 一関市長      様 

申請者 住 所 

                       氏 名 

                       連絡先 

学生寮整備事業費補助金交付請求書 

     年  月  日付け一関市指令 第   号で補助金の交付の決定の通知があ

った学生寮整備事業費補助金について、次のとおり補助金を請求します。 

補助金請求額  金           円 

補助金の振込先 

金融機関名  支店名  

フリガナ  

口座名義  

種別 普通 ・ 当座 口座番号  
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様式第４号（別表関係） 

年  月  日 

 一関市長      様 

申請者 住 所 

                       氏 名 

                       連絡先 

学生寮整備事業完了報告書 

    年  月  日付け一関市指令 第   号で補助金の交付決定のあった学生寮

整備事業が完了しましたので、関係書類を添えて報告します。 

建築物の所在地  一関市 

建築物の区分 

※該当する番号に〇 

 １ 新築  ２ 増築  ３ 改築  ４ 改修 

工事期間 
    年  月  日から 

    年  月  日まで 

取得日     年  月  日 

工事金額等実績              円 

工事の概要 


